
 

建設工事監督技術基準 
 
（目 的） 
第１条 この監督技術基準（以下「基準」という。）は、千葉県請負工事監督検査事務処理   

要領第９条（監督業務の技術基準）の規定により、千葉県の所掌する建設工事請負  

契約（以下「契約」という。）に係る監督業務の技術基準を定め、かつ監督業務の適正

を図ることを目的とする。 
 
（用語の定義） 
第２条 
（１）「監  督」… 契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事の 

施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する 

業務をいう。 
（２）「監督職員」… 監督職員とは、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 
（３）「監督の方法」… 監督行為（指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会、検査、     

調整）を総称していう。 
① 指 示  … 契約図書の定めに基づき、 監督職員が受注者に対し工事の施工上

必要な事項について、書面をもって示し実施させることをいう。 
② 承 諾  … 契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は 

受注者が書面により同意することをいう。 
③ 協 議  … 書面による契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と 

受注者が対等の立場で合議し結論を得るこという。 
④ 通 知  … 発注者又は監督職員と受注者又は現場代理人の間で、監督員が受注

者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項

について書面をもって知らせることをいう。 
⑤ 受 理  … 契約図書に基づき、受注者の責任において監督職員に提出された 

書面を受取り、内容を把握することをいう。 
⑥ 確 認  … 契約図書で示された事項について、臨場若しくは関係資料により、

その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 
⑦ 立 会  … 契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認

することをいう。 
⑧ 検 査  … 契約図書に示された施工等の段階及び材料について、所定の出来形

及び品質を確保するために、受注者等の測定結果に基づき監督職員

が出来形、品質、規格、数量を確認することをいう。なお、この   

場合、受注者が実施した測定結果のうち代表となる部分を抽出して

行うことができるものとする。また、受注者に対する合否の判定は、

監督職員が行うものとする。ただし、臨場検査をするものとした 

もので、やむを得ず臨場検査ができない場合は、その旨を受注者に



 

通知し、監督職員の指示する必要な工事写真等の記録を整備提出 

させ、書面による検査を行うものとする。 
⑨ 調 整  … 監督職員が関連する工事等との間で、工程等について相互に支障が

ないよう協議し、必要事項を受注者に対し指示することをいう。 
 
（監督の実施） 
第３条 監督職員は、別表の各項目について技術的に十分検討のうえ、監督を実施するもの

とする。 
 
  



 

（別表）  第３条（監督の実施） 
項       目 業  務  内  容 関連図書条項 

１．契約の履行の確保 
 

  

（１）契約図書の内容把握 建設工事請負契約書、図面、仕様書、現場

説明書、質問回答書等を把握する。 

 

（２）施工計画書の受理 契約書に基づいて受注者から提出された

施工計画書の内容を把握する。 

共仕 1-1-４ 

（３）契約図書に基づく指

示、承諾の内容把握 

契約図書に明示した指示、承諾、協議等（詳

細図等の作成を含む）を適切に行う。 

契 第１０条 

共仕 1-1-６ 

（４）条件変更に係る調

査、指示、確認等  

① 契約書第１９条第１項の第１号から第

５号までの事実を発見したとき、又は受注

者から事実の確認を求められたときは、直

ちに調査を行い、その内容を確認し検討す

る。 

② 前項の調査結果に基づいて、受注者に指

示又は通知する。なお、特に重要な変更等

が伴う場合は、あらかじめ契約担当者の承

諾を受ける。 

契 第１９条 

 

 

 

 

契 第１９条  

２．出来形及び品質に  

関する監督 

  

（１）工事材料の検査等 契約図書において、監督職員の試験若しく

は検査を受けて使用すべきものと指定され

た工事材料又は、監督職員の立会いのうえ調

合し又は、割合について見本検査を受けるも

のと指定された材料の試験、検査の立会をい

う。 

契 第１４～ 

１５条 

（２）工事施工の立会い 契約図書において、監督職員の立会のうえ

施工するものと指定された段階において立

会を行う。 

契 第１５条 

（３）施工管理に係る段階

確認 

設計図書に示された施工段階において、施

工管理に係る土木工事施工管理基準及び特

記仕様書等と工事目的物とを照合し確認を

行う。 

契 第１５条 

（４）改造請求及び破壊 

検査 

① 工事の施工が設計図書に適合しない事

実を発見した場合で、必要があると認めら

れるときは改造の指示を行う。 

②  契約書第１４条第２項若しくは第１５条

第１項から第３項までの規定に違反した場

合、又は工事の施工が設計書に適合しない

と認められる相当の理由がある場合におい

て、必要があると認められる場合には、工

事の施工部分を破壊して検査する。 

契 第１８条 

 

 

契 第１８条 

 



 

 
項       目 業  務  内  容 関連図書条項 

（５）支給材料及び貸与品

の検査、引渡し 

① 契約図書に定められた支給材料及び貸

与品については、その品名、数量、品質、規

格又は性能を立会のうえ、設計図書に基づき

検査し引渡しを行う。 

② 前項の検査の結果、品質又は規格若しく

は性能が設計図書の定めと異なる場合、又は

使用に適当でないと認められる場合は、これ

に代わる支給材料若しくは貸与品の引渡し

等の措置を取る。 

契 第１６条 

共仕 1-1-16 

  

 

契 第１６条 

共仕 1-1-16 

  

３．工程に関する監督     

（１）関連工事との調整  関連する２以上の工事が施工上密接に関

連する場合は、必要に応じて工事についての

調整を行う。 

契 第２条 

共仕 1-1-11 

（２）工程の把握及び工事

促進の指示 

 受注者からの履行報告に基づき、工程を把

握し必要に応じて工事促進の指示を行う。 

契 第１２条 

共仕 1-1-24 

４．契約担当者への報告   

（１）工事の中止及び工期

の検討及び報告 

① 工事の全部若しくは一部の施工を一時

中止する必要があると認められたときは、

中止期間を検討し契約担当者へ報告する。 

② 受注者から工期延長の申し出があった

場合は、その理由を検討し契約担当者へ報

告する。 

契 第２１条 

共仕 1-1-13 

 

契 第２２条 

共仕 1-1-15 

（２）一般的損害の調査及

び報告 

 一般的損害について、受注者から通知を受

けた場合は、その原因、損害の情況等を調査

し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請

求内容を審査し、契約担当者に報告する。 

契 第２８条 

（３）天災、その他の不可

抗力による工事出来

形部分等の損害の調

査及び報告 

① 天災、その他の不可抗力による損害につ

いて、受注者から通知を受けた場合は、そ

の原因、損害の情況等を調査し、確認結果

を契約担当者へ報告する。 

契 第３０条 

共仕 1-1-38 

 ② 損害額の負担請求内容を審査し、契約担

当者へ報告する 

契 第３０条 

（４）第三者に及ぼした損

害の調査及び報告 

 工事の施行に伴い、第三者に損害を及ぼし

たときは、その原因、損害の情況等を調査し、

発注者が損害を賠償しなければならないと

認められる場合は、契約担当者へ報告する。 

契 第２９条 

共仕 1-1-29 

（５）中間前金払請求時の

出来高確認及び報告 

 中間前金払の請求があった場合は、工事出

来形報告書に基づき出来高を確認し、契約担

当者へ報告する。 

契 第３５条 

共仕 1-1-21 

 
 



 

 
項       目 業  務  内  容 関連図書条項 

（６）部分払（出来形）  

請求時の出来形の 

審査及び報告 

部分払（出来形）請求があった場合は、出

来形調書を作成し、審査のうえ契約担当者へ

報告する。 

契 第３８条 

共仕 1-1-21 

（７）工事関係者に関する

措置請求 

現場代理人がその職務の執行につき、著し

く不適当と認められる場合及び主任技術者

若しくは監理技術者又は専門技術者、下請負

人等が工事の施工又は管理につき著しく不

適当と認められる場合は、契約担当者へその

措置請求を行う。 

契 第１３条 

共仕 1-1-25 

（８）契約解除に関する 

必要書類の作成及び

措置請求又は報告 

① 契約書第４７条第１項及び第４９条第

１項に基づき契約を解除する必要がある

と認められる場合は、契約担当者に対して

措置要求を行う。 

③  受注者から契約の解除の通知を受けた

ときは、契約解除要件を確認し、契約担当

者へ報告する。 

③ 契約が解除された場合は、出来形調書を

作成し、契約担当者に報告する 

④ 「千葉県における倒産時対応マニアル」

を参考とする。 

契 第４７条 

契 第４８条 

契 第４９条 

契 第５０条 

契 第５１条 

５．その他   

（１）現場発生品の処理 工事現場における発生品は、品質、規格、

数量等を確認し、その処理方法を指示する。 

共仕 1-1-17 

（２）臨機の措置 災害防止、その他の工事施工上、特に必要

と認めるときは、受注者に対して臨機の措置

を求める。 

契 第２７条 

共仕 1-1-41 

（３）事故等に対する措置 事故等が発生したときは、速やかに状況を

調査し、所属長又は主務課長等に報告する。 

契 第２９条 

（４）工事成績の評定 主任監督員及び監督員は、工事完成のとき

工事成績評定等実施要領に基づき工事成績

の評定を行う。 

 

（５）工事完成検査等の立

会 

工事の完成、出来形、中間の各検査時は、

原則として監督職員等（総括監督員、主任監

督員、監督員等）が立会う。 

 

（６）総合評価方式におけ

る履行確認  

総合評価方式において、入札公告で評価内

容を担保したものについて、履行状況の確認

を行う。 

 

（注） 「契」は建設工事請負契約書、「共仕」は土木工事共通仕様書をいう。 

 

附則 この基準は、平成 14 年４月１日から適用する。 



 

附則 この基準は、平成 21 年４月１日から適用する。 

附則 この基準は、平成 24 年４月１日から適用する。 

附則 この基準は、令和６年４月１日から適用する。 

 


